
事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 ( 新

/P″

城揚市役所 城陽市長 橋本昭壕

電話 0774-56-4061
住所  城 陽市寺田束ノロ16・17

京都府地球温暖化対策条例18条第1項(第18条第2項、第18条第3項)の規定により提出します。

地方公共団体特 定 事 業 者 の 主 た る業

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者(その他の温室効果ガス

の大規模排出事業者(二酸化炭素に換算して3,000トン以上)該当する事業者要件

平成 1 月｀平成20年 3月

別添「環境方針」の通り

別添体制図の通り

ごとの具体的な取組及
公用車の更新時には低公害車を導入する。18・19年度

(オリジナル)を市内全小中学校に導入す市内小中学校

照明にセンサースイッチを導入する。

温室効果ガスの排出量等

その他の地球温暖化対策によ,
室 効 果 ガ ス の 削 減 量

差引排出量(排出合計串」減等合計)

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき平成15年3月に策定した「城陽市
エコプラン(地球温暖化防止を含む率先実行計画)」に基づいて目標値を設定した。


